
【問合わせ】経済課　☎８４‒０６34

■配付対象者 令和３年９月１日現在で半田市に住民登録のある方 
■地域振興券 一人あたり20,000円

①共通券  6,000円分（1,000円券×6枚）
　（大型店、チェーン店、フランチャイズ店含むすべての参加店舗等で使用可）
②中小規模店舗等専用券  14,000円分（500円券×２8枚）
　（大型店、チェーン店、フランチャイズ店以外の参加店舗等で使用可）

■利 用 期 間  １１月１日（月）～令和４年３月３１日（木）
 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、期間を延長する場合があります。
■配 付 方 法 10月に各世帯へゆうパックで順次郵送予定
■使用できる店舗等　　市内の店舗等　※店舗等は登録制
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半田市民みんなで、
地域経済の活性化に取り組みましょう！
市民一人につき20,000円の地域振興券を配付します

　地域振興券は、市民の皆さまお一人お一人に２万円分の地域振興券をお渡し
し、１２万はんだ市民すべての皆さまのお力によって、コロナ禍によって落ち込
んだ市内経済を活性化する。そして、半田市を盛り上げていくための事業です。
　皆様には、ぜひこの機会にできる範囲でこの地域振興券をいつもと違うこと、
例えば、いつもより高級な食材の購入や今までやれなかったことに取り組むこと
に使っていただきたいと思います。

　～地域振興券について～

■申出期間  9月１日（水）～30日（木）

 ①半田市に住民登録を置き、他市町（住民登録地以外）に居住している方については、地域振興券を個
別送付します。
②他市町に住民登録を置いたまま半田市に逃げている方については、地域振興券を受け取ることがで
きます。
申請方法や必要書類については、ホームページをご確認ください。
ホームページ ：https://www.city.handa.lg.jp/keizai/tiikishinkouken.html

■申出期間

https://www.city.handa.lg.jp/keizai/tiikishinkouken.html

　配偶者からの暴力（ＤＶ）や虐待、ネグレクトを理由に避難している方については、所定の手続きをし
ていただくことで、特例措置を受けられる場合があります。

【特例措置】

▲地域振興券

ＤＶ・虐待・ネグレクトを理由に避難している方はご相談ください

半田を
元気に

するダ
シ！

半田市の市外局番は▶0569 2はんだ市報　2021.9

https://www.city.handa.lg.jp/keizai/tiikishinkouken.html

